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富士宮市の現状 H22年10月1日現在

人口 １３５，７６３人

高齢者数 ２９，８３３人

高齢化率 ２１．９７％

身体障害者手帳保持者数 ４，４９２人

療育手帳保持者数 ８０３人

精神障害者保健福祉手帳保持者数 ３３８人

要支援１・２ ８８６人

要介護１～５ ３，３９４人

認知症高齢者

日常生活自立度Ⅰ以上
３，４０８人

認知症高齢者

日常生活自立度Ⅱ以上
２，５３０人

認知症高齢者

日常生活自立度Ⅲ以上
１，０９６人

日常生活に支障をきたすような症
状・行動や意思疎通の困難さが多
少見られても、誰かが注意してい
れば自立できる

日常生活に支障をきたすような症
状・行動や意思疎通の困難さが見
られ、介護を必要とする

何らかの認知症を有するが、日常
生活は家庭内及び社会的にほぼ自
立している
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富士宮市の高齢者世帯数

一 人 暮 ら し 世 帯 4,421世帯

高 齢 者 の み の 世 帯 3,612世帯

（Ｈ２１．９．１５調査時）

要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計

921 940 933 648 585 449 4,476

富士宮市の要介護認定者数 （Ｈ２３．４．２７現在）
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第１区分 県･富士地区広域市町村圏

第２区分 富士宮市全域

第３区分 自治会支部・生活圏域

第４区分 自治会・小地域

第５区分 町内会・細地域

富士宮市における「地域」の区分イメージ

要支援者の発見・見守り、災害時支援の基礎的な範囲
＊見守りネットワーク活動等の実施

自治会町内会の防犯・防災活動、民生委員会活動
地域寄り合い処等の日常的支援

総合相談窓口や福祉施設・介護保険事業所がある範囲
＊公的な相談と支援をブランチで実施（市内7ヶ所）

市全域を対象とした総合的な施策の企画・調整をする範囲
＊市町村全域を対象とした公的機関の相談・支援

県の機関・広域の利用施設・市町間で共有するサービス等

地域福祉推進の地区
レベルのプラットホーム

地区社会福祉協議会

地域包括支援センター
のブランチ
（地域型支援センター）

地域包括支援センター
障害者指定相談事業所
福祉事務所
市社会福祉協議会

児童相談所
（県）健康福祉センター
保健所
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富士宮市における総合相談支援システムフロー

富士宮市地域包括支援センター

家庭児童
相談室 市民

相談室
女性

相談員ＤＶ

三障害
支援センター

各関係機関との連絡調整会議

各行政機関・保健福祉機関・医療機関・フォーマル、インフォーマルな機関等、
利用者の支援に必要と思われる機関を召集し適宜開催する。（市の責任で召集する）

支援を必要とする人

ワンストップで相談受理（インテーク）

具体的な支援体制のマネージメント
と、定期的なモニタリングの実施

権利擁護センター

・高齢者等虐待等への対応

・緊急性の判断

・措置への提言

・成年後見制度の利用促進

・市長申立のサポート

弁護士・司法書士・法務局・
社会福祉士・人権擁護委員・
公立病院MS・研究者・等の
専門家で委員会を構成。

地域包括支援センターで対
応困難な事例や、法律的な
課題をサポートする。

権利擁護に係る
専門的な内容に
関して助言・支
援を行う。

相談内容が明確な場合は、直接それぞれの窓口へつなぐ

主訴が明確化されていないケースや、重層的な課題の
あるケースは地域包括支援センターで相談受理する

地域型
支援センター

必要に応じて連絡調整・支援体制構築



権利擁護広域ネットワークフロー 富士圏域（富士市・富士宮市）

通報・相談

富士市高齢者地域包括
支援センター

権利擁護センター事務局
（富士宮市地域包括支援センター）

事務局はコーディネートを実施

必要に応じて委員へ連絡

弁
護
士

司
法
書
士

社
会
福
祉
士

警
察

人
権
擁
護
委
員

学
識
者

協議（必要に応じて） 出席

ケア会議開催
該当地域包括支援センター
権利擁護センター委員
虐待対応協力機関

指示

随時地域包括支援センターからの相談受付

・事務局（富士宮市地域包括支援センター）にて相談を受理し、課題の整理等の助言を行う。
また、相談内容に応じて必要と思われる委員と協議し、ケア会議開催の調整をする。

定例会議 （３ヶ月に１回程度）

・各委員と地域包括支援センターのスタッフとの事例研究や情報交換を実施し、スタッフの
スキルアップを図る。

ケア会議日程調整

富士市東部地域包括
支援センター

富士市西部地域包括
支援センター

富士市北部地域包括
支援センター

公
立
病
院
Ｍ
Ｓ

介
護
保
険
事

業
所
代
表

消
費
生
活

セ
ン
タ
ー

法
務
局
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（Ｈ２３．４．１現在）

富士宮市地域包括支援センター（直営）人員配置

相談業務担当 社会福祉士

保健師

精神保健福祉士

主任ケアマネ

４名

３名

１名

１名

介護予防担当 保健師

ケアプランナー

理学療法士

事務職員

１名

１０名

１名

１名

合計 ２２名



介護障害支援課

認定審査係

障害支援係

介護保険係

福祉総合相談課

保護係

福祉相談支援係

地域支援係

子ども未来課 子育て支援係

療育支援係

保育係

富士宮市における組織の再編

（Ｈ２０年度）

介護障害支援課

認定審査係

介護保険係

地域支援係

児童福祉課

保護係

児童福祉係

保育係

（Ｈ１９年度）

（地域包括支援センター）

（家庭児童相談室）

地域包括支援センター、

家庭児童相談室をはじめとする、

福祉関係の相談を一元化

新設

平成１９年度から２０年度の主な変更点

★福祉総合相談課を新設（ ）
★福祉相談支援係に家庭児童相談室業務をはじめとする

福祉関係の相談を一元化（ ）
★介護障害支援課から、地域支援係、保護係を移管（ ）
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しらいと 北山支部 上井出支部

富士宮市における相談
支援ネットワーク

富士宮市
地域包括支援

センター

生活圏域 自治会支部１１ヶ所

地域型支援センター８ヶ所

のぞみ 富士根北支部 富士根南支部

みゆき 大宮中支部

高原荘 大宮東支部

星の郷 大宮西支部

富士宮社協 富丘支部

フジヤマ 白糸支部 上野支部

・地域包括支援センター

地域包括支援センターは市直営１ヵ所

・地域型支援センター（ブランチ）の配置

地域型支援センターを生活圏域ごとに配置８ヶ所

・地域型支援センターに総合相談支援業務を委託

①関係者とのネットワーク構築

②本人、家族、近隣住民等からの相談受付

③制度やサービスに関する情報提供

④実態把握と緊急の対応、包括へのつなぎ

障害、児童等の相談はインテーク後包括へつなぐ

・権利擁護業務への対応

高齢者虐待、消費者被害、困難事例等への対応は

地域包括支援センターへつなぎ、支援体制を構築

する。

総人口 12,473人

高齢者 2,777人

高齢化率 ２２％

総人口23,959人

高齢者 4,653人

高齢化率 19.5％

総人口18,625人

高齢者 4,070人

高齢化率 21％

総人口12,847人

高齢者 2,999人

高齢化率 23％

総人口22,277人

高齢者 4,417人

高齢化率 20％

総人口 28,036人

高齢者 5,011人

高齢化率 18％

総人口 7,919人

高齢者 1,969人

高齢化率 25％

百恵 芝川支部

総人口 9,238人

高齢者 2,069人

高齢化率 22％



①インテーク

②実態把握（個人情報が必要）
ア 住民ニーズの把握（ｱｾｽﾒﾝﾄ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ）
イ 市全体の社会資源の把握

②実態把握
ア 住民ニーズの把握（ｱｾｽﾒﾝﾄ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ）
イ 担当地域の社会資源の把握

判断す
る

ブランチとして
地域型支援セン
ターに委託できる

高 障 児

①インテーク

③コーディネート
※関係機関の選択とつなぎ

児童・障害に関する相談

高齢者に関する相談

専門的・継続的な関与、
緊急の対応が必要と判断

終了・報告書を提出
（②だけの対象者も含めた人数を報告する）

重層的な課題を抱えるケース等は、
地域包括支援センターで主管する

地域包括支援センター 地域型支援センター（ブランチ）

地域包括支援センターと地域型支援センター（ブランチ）の連携

報 告 ・重層的課題を抱え
ている困難事例
・高齢者虐待
・消費者被害
・成年後見、日常生
活自立支援事業へ
つなぐ事例等

高 障 児
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介護保険 644 

介護予防 191 

一般高齢者 806 

高齢者合計 1,641 

知的 175 

精神 411 

身体 50 

障害者合計 645 

虐待 74 

成年後見制度 161 

他権利擁護 21 

権利擁護合計 256 

医療保健相談 82 

児童（障害児） 15 

経済的問題 370 

その他 106 

①合計 3,106 

本人 841

家族・親族 950

民生委員 90

ケアマネージャー 318

他機関専門職 466

地域型支援センター 282

近隣住民・知人 66

行政機関（含警察・消防） 60

その他 33

②合計 3,106

悩み相談 670

制度説明 650

制度利用支援 1611

医療機関紹介 42

他機関・他部署の紹介 25

介護保険サービス情報の提供 160

介護予防サービス情報の提供 31

その他情報提供 531

継続支援を必要とするケース 932

関係機関との連携 684

連絡調整会議開催 54

その他 18

③合計 3,106

Ｈ22年度地域包括支援センター（直営）相談件数
①相談種別 ②相談者 ③支援内容
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地域包括支援センター・地域型支援センター相談件数推移

2,034

2,294

3,084

3,074

3,106

1,724

3,792

10,042

13,292

7,911

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

地域包括支援センター 地域型支援センター8ヶ所

合計3,758件

合計6,086件

合計10,995件

合計13,116件

合計16,398件



12地区社協（生活圏域11ヶ所）
・民生委員・保健委員・自治会長・老人クラブ ・ＰＴＡ役員・子供会役員・地域寄り合い処（地域サロン）・地域住民等

事業所・学校
・小中学・高校・ＮＰＯ・金融機関・コープ・タクシー協会・コンビニ ・
・バス協会・薬業会・新聞店

福祉教育・地域啓発
・認知症サポータ講座・介護保険事業者研修・障害者事業者研修
・地区民協連絡会等

地域型支援センター
生活圏域毎に８ヶ所配置

地域での相談窓口として機能

地域包括支援センター（直営型１箇所）
高齢・障害・児童・ＤＶ等の総合相談のインテークと
アセスメントと具体的支援体制のコーディネイト

地域包括支援センターと専門
職機関の連携による支援

個別支援チーム
ケースに応じて必要な事業所・
専門職・インフォーマル等を召集

権利擁護センター
高齢者虐待や消費者被害等への法的

支援やアドバイス、弁護士・学識者。司法
書士・法務局、警察・等

保健・福祉・医療ネットワーク
介護保険事業所連絡会
障害者自立支援法事業者連絡会・医師会
歯科医師会・公立病院
施設担当者・後見人・社協等

社会福祉協議会
地域住民の自主組織である地
区社協のコーディネイト・コミュニ
ティーソーシャルワークの推進

早期発見・見守りネットワーク

メンバー
各地域小地域ケア会議代表（11の生活圏域代表）・地域包括支援センター
保健福祉部職員・福祉事業者の代表・社会福祉協議会
医師・行政書士・司法書士・警察・消防・消費生活相談員婦人相談員など

包括ネットワーク会議（市全域） 地域包括支援センターが主催
個別事例のみならず，市域全体の課題解決ために，地域住民代表と行政や専
門機関，事業者等の各種専門団体・機関（フォーマル，インフォーマル）が連携・
協働し課題解決方法を協議したり政策提言したりする会議。

地域包括ケアを支える３つのシステム（富士宮市）

困難事例や虐待対応
における連携

小地域ケア会議
生活圏域における地域住民主体
の会議
メンバー
民生委員（児童委員）
福祉協力員、地区社協の役員
地域包括支援センター（行政）
地域型支援センター
社会福祉協議会

アウトリーチ
アセスメント

相談

コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト

連携

個
別
課
題
発
見
・

抽
出
シ
ス
テ
ム

個
別
課
題
解
決
シ
ス
テ
ム

問
題
共
有
・地
域
課
題

解
決
シ
ス
テ
ム

イメージ図

高齢者虐待や消費者被害相談
重層的な課題を抱えている事例の相談
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システム 機能 具体的内容

課題発見・抽出システム

ニーズの把握
支援を必要としている人や地域住民のニーズ・社会資源を把握
する機能

情報発進・集約
地域住民が医療や福祉・介護をはじめ，各種の生活場面におい
て利用できる制度やサービス，資源等に関する情報が行き届く
機能

対象者早期発見
（日常的な見守り）

日常生活，社会生活において何らかの支援を必要としている人
に近隣住民等が早くに気付き専門機関につなげられる機能

福祉教育・地域啓発
地域の生活・福祉課題の早期発見のために，地域住民や専門機
関の意識づくりを行う機能

個別課題解決システム

早期対応（支援）
事例の問題解決のために，早期に専門機関がアプローチし，必
要な制度やサービス，資源と結びつける機能

スーパービジョン
（コンサルテーショ

ン）

要援護者の支援を行う中で，解決が難しい事例について，また
高度な専門的知識・技術を要する事例について，専門的助言・
指導を得ることができる機能

問題共有・地域課題解決
システム

社会資源・システムの
改善・開発

地域の普遍的・共通的課題を共有し，解決のために，既存の
サービス・資源，システムの有効活用をはじめ，利用しにくい
ものの改善や，既存のものの連結，不足しているものの開発を
行うう機能

連携・ネットワーク
個別事例のみならず，地域課題の解決ために，地域住民と行政
や専門機関，事業者等の各種専門団体・機関（フォーマル，イ
ンフォーマル）が連携・協働する機能

地域包括ケアシステムを構築するための
３つのシステムと８つの機能
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総合相談窓口・各ネットワークのコーディネイト

①相談・通
報の受付

②実態
把握

③サービス・制度機
関へのつなぎと専
門職ネットワークの
連携

④モニタ
リング

老人クラブ

民生児童委員

家族

ボランティア

地域住民

早期発見・見守りネットワーク

・地域での見守りや早期発見

・地域でできる支援体制作り

介護保険・障害者
事業所連絡会

訪問看護訪問介護

短期入所
ケアマネ

特別養護老人ホーム

保健･医療･福祉ネットワーク

・早期発見早期治療

・専門集団への趣旨普及・啓発

権利擁護センター

弁護士 司法書士

警察
消費生活センター

社会福祉士

公立病院MS

関係専門機関介入支援ネットワーク

・法律の専門家による支援

・警察・消防・家庭裁判所等の協力

地域型支援センター
８か所

グループホーム

相談 実態把握

地域福祉ネットワークイメージ（認知症見守り・虐待防止・孤独死防止）

通報

相談･通報

富士宮市地域包括支援センター（直営1ヶ所）
富士宮市

相談
通報

実態把握 法的支援や
アドバイス

相談

医療機関等

保健委員

社会福祉協議会

学校

生活圏域11箇所

地域寄り合い処

組織支援

寄り合い処
支援

人権擁護委員 法務局

介護保険事業所代表
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ワンストップ福祉総合相談支援体制構築への取り組み 

―地域包括支援センターを基盤にした総合相談窓口の設置― 

富士宮市地域包括支援センター 土屋 幸己 

１．福祉総合相談体制構築に向けて 

富士宮市では、平成１７年度に地域福祉計画の策定を行い、その中で「だれもが住み慣

れた地域の中で安全に安心して暮らせるまちづくり」を目標に掲げ、高齢や障害などの理

由により、支援が必要になったときに適切な支援がスムーズに実施できるようなシステム

づくりが求められていました。  

 

当時は、高齢者と障害者、児童、ＤＶ等は相談窓口がばらばらで、各担当課同士の連携

は十分とはいえない状況でした。 

 

実際に、認知症の母親の介護をしている娘が、介護疲れからうつ病になり、それが原因

で夫と離婚し、子供は障害を持っていて、医療費や生活費等に困ってしまっているという

重層的な課題をかかえている相談がありました。 

 

しかし、従前の体制では、認知症は高齢福祉課、うつ病は保健センター、子供の障害は

児童福祉課、生活困窮は生活保護課というように相談先が多岐にわたり、この家族全体の

アセスメントを主管する機関が無く、その結果適切な支援体制が構築されず支援を必要と

している人に適切な支援を提供することが困難でした。そこで、福祉に関する初期相談と

アセスメント及び相談機関の連絡調整を実施する福祉総合相談窓口の設置に取り組みはじ

めました。 

 

介護保険においては平成 18 年度に向けての第三期介護保険事業計画の見直しが行われ、

従前の国庫補助事業であった在宅介護支援センターを全面的に見直し、地域支援のための

総合相談・介護予防マネジメント・包括的継続的マネジメント・権利擁護事業等の機能を

果たすために、地域包括支援センターを設置するという構想が明確になってきました。 

 

富士宮市においては、福祉総合相談窓口の設置を課題としていたため、地域包括支援セ

ンターを中心にした福祉総合相談体制の構築を目指すことになりました。 

当初は、総合相談センターを設置し、地域包括支援センターで実施する総合相談支援事

業、障害者自立支援法に基づく相談支援事業と児童福祉法における子育て支援事業の相談

部分の機能を集約し、関係法に基づいた相談員を一ヶ所に集約し縦割りの相談支援体制か

ら、ワンストップでインテークできるように再編しようという構想でした。その後、地域

包括支援センターの専門職を増員することにより総合相談支援体制を確立していきました

が、このような総合相談支援体制を構築した発端は「ワンストップの福祉相談窓口を作り

たい」という市長の思いでした。その取り組みの経緯は以下の通りです。 

（H15 年度～H18 年度） 

３ヶ月に 1 度（日曜）障害児者・高齢者等の専門職・精神科医による総合相談の日を開

設しました。精神障害の相談をはじめ、多くの相談者が訪れました。 
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（H17 年度） 

 富士宮市地域福祉計画をＨ18 年 3 月に策定しました。14 の地区で地域座談会等を開

催し地域住民の声を聴きました。そして地域福祉計画の基本目標の一つに福祉総合相談窓

口の設置を盛り込みました。 

（H18 年度） 

 地域福祉計画に謳った福祉総合相談窓口設置のために、地域包括支援センターを基盤と

した福祉総合相談窓口をスタートさせました。 

（Ｈ20 年度） 

 組織再編により、福祉総合相談課を設置し、地域包括支援センター、生活保護係、家庭

児童相談室、ＤＶ女性相談員をひとつの課にまとめました。 

 

２．地域包括支援センターにおける総合相談支援体制 

総合相談体制の実施先としては、平成 18 年 4 月介護保険法の改正により市に設置され

た地域包括支援センターの機能を強化し、高齢・障害・児童・ＤＶ等の初期相談をワンス

トップで受けることができるような体制を構築しました。 

 

 地域包括支援センターは、介護保険制度の改正により地域支援事業の必須事業の一つで

ある包括的支援事業を実施するために位置づけられ、業務内容は①総合相談支援事業②権

利擁護事業③包括的・継続的ケアマネージメント④介護予防ケアマネージメントの 4 つと

なりました。 

 

 介護保険事業なので対象者は６５歳以上の高齢者で、制度上は障害者やこども、ＤＶ等

はその対象ではありません。地域支援事業の財源は介護保険給付費であり、地域支援事業

の予算上限も給付費総額の 3％未満という制約もあります。富士宮市では、当初地域包括

支援センターを直営 1 ヶ所、在宅介護支援センターを再編した地域型支援センター（ブラ

ンチ）を 7 ヶ所配置しそれぞれに担当地域を定めました。また、地域支援事業の予算では

配置しきれない直営地域包括支援センターのスタッフを強化するため一般会計等で増員し、

総合相談に対応できる専門職スタッフを配置し現在に至っています。現在の人員配置は

（図表１）の通りです。 

 図表１ 

（Ｈ２２．４．１現在）

富士宮市地域包括支援センター（直営）人員配置

２３名合計

２名

１０名

１名

１名

保健師

ケアプランナー

理学療法士

事務職員

介護予防担当

４名

３名

１名

１名

社会福祉士

保健師

精神保健福祉士

主任ケアマネ

相談業務担当
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総合相談支援業務担当の専門職に関しては、Ｈ18 年 4 月スタート当初は介護予防プラ

ンを担当していましたが、予防プランに追われ総合相談やソーシャルワークの実施に支障

が出ていました。そこで予防プランに対応するケアプランナーを配置し平成 19 年 4 月以

降は基本的には担当していません。地域包括支援センターでの相談対応は各種相談をイン

テーク、実態把握、課題のアセスメント、コーディネート、モニタリングというプロセス

で進めます。インテークの段階で、多重債務や介護保険関係の申請、障害サービスの申請

など相談内容が明確で相談者のワーカビリティーがある場合は、それぞれの相談窓口につ

なぎます。主訴が明確化されていない、あるいは重層的で困難な課題のあるケースは地域

包括支援センターが直接対応してコーディネートまで行い、その後は各機関につなげます。

調整が必要な場合は、関係する機関を選択して連絡調整会議を召集し支援体制を構築しま

す。（図表 2） 

図表２ 

富士宮市における総合相談支援システムフロー

富士宮市
地域包括支援センター

家庭児童
相談室 市民

相談室
女性

相談員DV

三障害
支援センター

各関係機関との連絡調整会議

各行政機関・保健福祉機関・医療機関・フォーマル、インフォーマルな機関等、
利用者の支援に必要と思われる機関を召集し適宜開催する。（市の責任で召集する）

支援を必要とする人

ワンストップで相談受理（インテーク）

具体的な支援体制のマネージメント
と、定期的なモニタリングの実施

権利擁護センター

・高齢者等虐待等への対応

・緊急性の判断

・措置への提言

・成年後見制度の利用促進

・市長申立のサポート

弁護士・司法書士・社会福祉
士・精神保健福祉士・人権擁
護委員・研究者・医師等の専
門家で委員会を構成。

地域包括支援センターで対
応困難な事例や、法律的な
課題をサポートする。

権利擁護に係る
専門的な内容に
関して助言・支
援を行う。

相談内容が明確な場合は、直接それぞれの窓口へつなぐ

主訴が明確化されていないケースや、重層的な課題の
あるケースは地域包括支援センターで相談受理する

地域型
支援センター

必要に応じて連絡調整･支援体制構築

相談窓口を一元化したことで、民生委員や地域住民にとっては地域の困難事例を相談する

窓口が明確になったというメリットが生まれ、地域で発見された課題は、見守りネットワ

ークや民生委員から地域包括支援センターに集約されるという仕組みが機能し始めていま

す。 

 

３．地域型支援センター（ブランチ）における相談受理の仕組み 

１）ブランチの機能 

ブランチの主な業務内容は、担当地域の地域住民や関係者とのネットワーク構築、相

談受付（電話相談、外来相談、訪問相談）、制度やサービスに関する情報提供、実態把握
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と緊急の対応・地域包括支援センターへのつなぎであり、地域に密着した活動を展開し

ています。 

 

地域包括支援センターの 4 事業のうち、総合相談支援事業をブランチに委託し、予防

プランは委託していません。ブランチは全ての分野（高齢、障害、子ども）のインテー

クを実施し必要に応じて基本台帳とアセスメントシートを記入します。ブランチはもと

もと在宅介護支援センターであったため、高齢者に関する対応スキルは高いので、高齢

者に関してはブランチで実態把握を行い、支援可能な内容であればそこで解決すること

を原則としています。ブランチだけでは対応しきれない困難事例（虐待や消費者被害な

ど）は地域包括支援センターにつないでもらいます。子どもや障害のケースは、相談受

理シート記入後にそのまま地域包括支援センターに引き継いでもらい、地域包括支援セ

ンターで対応します。（図表 3） 

図表３ 

①インテーク

②実態把握（個人情報が必要）
ア 住民ニーズの把握（ｱｾｽﾒﾝﾄ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ）
イ 市全体の社会資源の把握

②実態把握
ア 住民ニーズの把握（ｱｾｽﾒﾝﾄ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ）
イ 担当地域の社会資源の把握

判断する

ブランチとして
地域型支援セン
ターに委託できる

高 障 児

①インテーク

③コーディネート

※関係機関の選択とつなぎ

児童・障害に関する相談

高齢者に関する相談

専門的・継続的な関与、
緊急の対応が必要と判断

終了・報告書を提出
（②だけの対象者も含めた人数を報告する）

重層的な課題を抱えるケース等は、
地域包括支援センターで主管する

地域包括支援センター 地域型支援センター（ブランチ）

地域包括支援センターと地域型支援センター（ブランチ）の連携

報 告 ・重層的課題を抱え
ている困難事例
・高齢者虐待
・消費者被害
・成年後見、日常生
活自立支援事業へ
つなぐ事例等

高 障 児

 

ブランチに入る相談は、介護サービス利用等の高齢者の日常的な相談が大半を占めて

います。また以前民生委員は地域包括支援センターに直接相談することが多かったが、

最近はブランチに相談するケースが増え、相談員やケアマネジャーと一緒に訪問を実施

する関係も構築されつつあります。なお、虐待や消費者被害等の緊急性のあるケースは

ブランチを経由せず、地域包括支援センターに直接連絡が入ることもあります。 

 

２）ブランチへつながる地域での早期発見・見守りネットワーク 

7 ヶ所のブランチはそれぞれ担当地域が割り当てられています。担当地域には住民の
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自治組織である地区社会福祉協議会が組織されています。 

 

「早期発見・見守りネットワーク」は生活に課題のある人を発見する重要な役割を担

っています。「早期発見・見守りネットワーク」は、地区社協という組織がその中心にな

ります。地区社協には各地区の区長、班長、民生委員などが参加している住民の自主組

織であり、それぞれの地域で課題を発見した際にブランチや地域包括支援センターにつ

なぐ機能が期待されています。 

 

地区社協は住民自治を基本とするため、地区社協のコーディネートは社会福祉法人で

ある市社会福祉協議会が行っています。各地域が、地区社協を中心として地域福祉活動

計画の作成や見守り体制の構築に取り組んでいるところです。例えば市内の 107 自治

会のうち 60 自治会では、孤立防止や介護予防をねらいとした居場所（地域寄り合い処）

を実施しています。 

 

行政は専門性が必要な困難ケースを主に担当し、地域で対応可能なケースについては

地域住民や NPO、家族会などの地域力で対応できるような支援をすることが望まれて

います。そこで行政としての役割を果たしながら、住民に期待することを伝えてきまし

た。具体的には行政として総合相談窓口とブランチを作ったうえで、「困っている人を発

見してブランチにつないでほしい」と住民に周知してきました。 

 

最初は「福祉は行政の仕事であり、なぜ住民がやらないといけないのか」という反応

が返ってきましたが、「地域における見守りまで行政がやることは事実上不可能なので、

地域での見守り体制をつくり支援が必要な人を相談機関につないでほしい」といった話

を住民に伝えてきました。最近は、このような提案を理解してくれたある地区社協の総

会で「地域でのひとり暮らし高齢者の見守り体制を作ろう」と宣言するなど自発的な動

きが生まれてきました。 

 

４．障害者の相談機関 

１）多様な障害相談の窓口 

障害の相談窓口は、市の障害支援課・障害サービス提供事業者・障害者指定相談事業

所・地域包括支援センター・地域型支援センターなどがあります。これらの相談機関に

直接つながっていて、すでに支援体制が構築されている人には、それぞれの支援機関に

ゆだねています。一方で、どこに相談してよいのか分からなかったり、重層的な課題を

抱え自ら相談機関へたどり着くことが困難であったり、困っていることの自覚さえ無い

ようなケースが地域包括支援センターの対象になります。 

 

地域包括支援センターでインテークやアセスメントを実施し、重層的な課題を整理し

たあとのケースや、他の機関で相談受理したあと障害者サービス利用申請や生活支援が

必要と思われるケースに関しては、富士宮市が委託している障害者指定相談事業所（3

ヶ所）につなげる仕組を作りました。（図表 4）また、継続ケースやサービス利用計画
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書の作成がされているケースのモニタリングに関しては、障害者自立支援協議会におけ

る支援会議で実施します。 

図表４ 

主訴が明確で問題解決能力

がある相談者

主訴が不明確であったり、重層的

な課題を抱えている相談者

障害サービス提供事業所

・市（障害支援係りや相談
支援事業所へつなぐ

市の障害支援係

１インテーク
2一時アセスメントの実
施と二次アセスメント
の必要性を判断する
3相談事業者へつなぐ

地域包括支援センター

１インテーク
2一時アセスメント
3相談事業所へつなぐ

地域型支援センター
市内7ヶ所

インテーク後地域包括
支援センターへつなぐ

市が委託している障害者相談支援事業所

重層的な課題や困難
事例の場合は連携・
協力をする

相談内容を
伝える

障害福祉
サービスを利
用する場合は
ケースを紹介
する

仮
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
計
画
書

二
次
ア
セ
ス
メ
ン
ト

申
請

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
計
画
書

支
給
決
定

サ
ー
ビ
ス
利
用
開
始

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
書

申
請

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

作
成
料
請
求

障害相談支援の流れ

 

２）障害者指定相談事業所 

  障害者指定相談事業所に関しては、平成 20 年度に、市社会福祉協議会に地域活動支

援センターⅠ型事業を、その他に精神障害者地域生活支援センターを実施していた事業

所 2 ヶ所（他市）の計 3 ヶ所に委託しました。社会福祉協議会は日中活動支援センター

も併設しており、相談対応に関しても 3 障害に対応しています。他の 2 ヶ所は精神障害

の相談に対応しています。その他にも県の単独事業である障害児（者）地域療育支援セ

ンター事業を受託している社会福祉法人も活動しています。 

 

  自立支援法以前の障害者相談に関しては、身体障害者は市町村事業、知的障害者は都

道府県事業、精神障害者は国庫補助事業とそれぞれの実施主体が異なっていて、実施区

域も広域圏域で実施されていたので、市町村の実施する障害者指定相談支援事業との整

合性がうまく取れず、相談事業の連携が課題となっていました。 

 

 ３）障害者地域自立支援協議会 

  そこで富士宮市では、平成 21 年度に障害者地域自立支援協議会と障害サービス事業

所連絡協議会（以下 事業所連絡協議会と呼ぶ）を同時に立ち上げました。事業所連絡

協議会の中には、施設部会、通所部会、訪問部会を設けました。平成 21 年度からは、

それぞれの部会の代表者と障害者指定相談事業所の相談員、障害児（者）地域療育支援
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センター事業の相談員、地域包括支援センタースタッフ、市の障害担当者が出席して毎

月支援会議を開催しています。 

 

  支援会議では障害者指定相談事業所で対応したケースの報告、サービス利用計画書を

作成したケースのモニタリング、相談支援から見えてきた課題、事業所連絡協議会や市

に対する要望・提言等を話し合っています。事例検討から見えてくる課題や要望は事業

所連絡協議会に報告され、具体的な検討がなされる仕組みになっていますが、現状では

まだ十分に機能しているとはいえない状況にあります。（図表５） 

 図表５ 

富士宮市保健・医療・福祉計画策定推進委員会

障害専門委員会

障害サービス事業所連絡協
議会（３ヶ月に１回）
①全体会議への提言
②サービス課題の抽出
③情報交換、共有、提供
④サービス評価
⑤苦情相談、解決
⑥定例支援会議報告
⑦研修会 等

オブザーバー

地域療育支援センター

指定相談支援事業者

支援会議（毎月） その他必要に応じて連絡調整会議実施

１報告 ①委託相談支援事業者新規相談事例の報告
②相談支援事業者サービス（委託・指定）計画作成費対象事例の報告

２協議 ①ケースカンファレンス ②事例の課題共有と対応の検討
３情報交換 ①各構成員からの情報提供 ②行政からの情報提供

富士宮市地域自立支援協議会全体会議
年２回実施

・地域住民団体の代表者
・保健・医療・福祉等関係団体の代表者
・社会福祉施設の代表者 ・知識経験を有するもの
・市民代表 ・行政機関の職員

専門部会（随時開催）
①施設
②訪問
③通所

富士宮市地域自立支援協議会

助言

情報の提供

提言

報
告

報
告

行政・地域包括支援センター

サービス提供事業者

地域自立支援協議会の主な機能
①福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・
公平性の確保（事業評価）
②困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
③地域の関係機関によるネットワーク構築等に向
けた協議

④市障害福祉計画・障害者計画見直し時の提言

 

 ４）今後の課題 

  富士宮市は、平成 22 年度～平成 23 年度にかけて、国のモデル事業である「市町村地

域包括ケア推進事業」を受託し、「住み慣れた地域でその人らしい尊厳のある生活」の実現

を目指していくために、ニーズの発見から支援、さらには地域づくりに至るまでの取り組

みを、保健・福祉相互の連携、ボランティア等の住民活動などを含めた、地域のさまざま

な資源などを活かし、一貫的に勧めていく仕組み作りを推進しています。 

 

 地域住民のニーズ調査については、高齢者実態把握調査結果及び健康増進課が例年実施

している地区別介護予防分析結果を使って、地域包括支援センターと地域型支援センター

との協同で、生活圏域（地区社協）ごとの地域分析を行いました。 

 

 具体的支援機能構築に関しては、地域包括支援センタースタッフ間において、これまで
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の活動状況や富士宮市の強み・弱みなどを棚卸し、富士宮市地域包括ケアにおいて、何を

実現させたいのか、ビジョンの共有化を図り、今後の具体的取組を明確化しました。 

 

 課題発見・見守り機能構築に関しては、近隣住民の協力により、生活課題を抱える住民

を支援するために、地域包括支援センターのコーディネートのもと、定例的な事例検討会

と個別事例からのコミュニティソーシャルワークの実践が行われました。また、この取組

みを通して、社会福祉協議会と地域包括支援センターの役割が再確認されています。 

 

 個別課題発見・抽出システムにより総合相談窓口につながった相談を、地域包括支援セ

ンターでしっかり受け止め、個別課題解決システムのネットワークへつなげ適切な支援体

制を構築し、さらに個別課題で終わらせないように問題共有・地域課題解決システムへと

つなげ、個別行政計画への反映や新たな社会資源開発のためのソーシャルアクションもで

きるような地域包括ケアシステムの構築を目指したいと考えています。 

 

 現時点では、 個別課題発見・抽出システムと個別課題解決システムへの取り組みは進

んでいますが、問題共有・地域課題解決システムへの取り組みはこれからとなります。生

活圏域ごとの福祉課題を検討する小地域ケア会議と市域全体の課題を検討する包括ネット

ワーク会議の設置運営に向け今後の取り組みを開始します。 

                               平成 23 年 6 月 

12地区社協（生活圏域11ヶ所）
・民生委員・保健委員・自治会長・老人クラブ ・ＰＴＡ役員・子供会役員・地域寄り合い処（地域サロン）・地域住民等

事業所・学校
・小中学・高校・ＮＰＯ・金融機関・コープ・タクシー協会・コンビニ ・
・バス協会・薬業会・新聞店

福祉教育・地域啓発
・認知症サポータ講座・介護保険事業者研修・障害者事業者研修
・地区民協連絡会等

地域型支援センター
生活圏域毎に８ヶ所配置

地域での相談窓口として機能

地域包括支援センター（直営型１箇所）
高齢・障害・児童・ＤＶ等の総合相談のインテークと
アセスメントと具体的支援体制のコーディネイト

地域包括支援センターと専門
職機関の連携による支援

個別支援チーム
ケースに応じて必要な事業所・
専門職・インフォーマル等を召集

権利擁護センター
高齢者虐待や消費者被害等への法的

支援やアドバイス、弁護士・学識者。司法
書士・法務局、警察・等

保健・福祉・医療ネットワーク
介護保険事業所連絡会
障害者自立支援法事業者連絡会・医師会
歯科医師会・公立病院
施設担当者・後見人・社協等

社会福祉協議会
地域住民の自主組織である地
区社協のコーディネイト・コミュニ
ティーソーシャルワークの推進

早期発見・見守りネットワーク

メンバー
各地域小地域ケア会議代表（11の生活圏域代表）・地域包括支援センター
保健福祉部職員・福祉事業者の代表・社会福祉協議会
医師・行政書士・司法書士・警察・消防・消費生活相談員婦人相談員など

包括ネットワーク会議（市全域） 地域包括支援センターが主催
個別事例のみならず，市域全体の課題解決ために，地域住民代表と行政や専
門機関，事業者等の各種専門団体・機関（フォーマル，インフォーマル）が連携・
協働し課題解決方法を協議したり政策提言したりする会議。

地域包括ケアを支える３つのシステム（富士宮市）

困難事例や虐待対応
における連携

小地域ケア会議
生活圏域における地域住民主体
の会議
メンバー
民生委員（児童委員）
福祉協力員、地区社協の役員
地域包括支援センター（行政）
地域型支援センター
社会福祉協議会

アウトリーチ
アセスメント

相談
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イメージ図

高齢者虐待や消費者被害相談
重層的な課題を抱えている事例の相談
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